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②工場等での受入体制・指導のあり方①事業所に対する啓発・指導

③リサイクルのさらなる促進

●リサイクルの受け皿への誘導

市内にはリサイクルの受皿が整備されている
ものの、排出事業所から排出されるごみには、
分別すればリサイクルできるものが多く含まれて
おり、リサイクルへ誘導する仕組みづくりが必要

●事業所訪問・立入検査

訪問事業者数は増加しているが、悪質な排出
事業者に対する、より強い指導が必要

●事業系ごみに関する周知・情報提供

排出事業者向け講習会などに参加していない
排出事業者への周知等が必要

④手数料のあり方

●ごみ処理手数料の見直し

ごみ処理手数料が周辺都市に比べて割安なため、
周辺都市からのごみ流入の一因となっており、対
策が必要

新日明工場の建設等に伴い、ごみ処理経費が将
来的に20,000円以上になることが見込まれ、
排出事業者の受益者負担の検討が必要

●違法搬入業者、無許可業者等指導強化

違反物を搬入する業者や、無許可疑いの業者等
が多く見受けられ、対策が必要

●市外からの持ち込み

市外ごみの持ち込みが一定程度あると考えられ、
常時搬入車両を確認できる体制が必要

１ 本日の審議テーマ

２ ごみ処理手数料の設定

ごみ処理手数料は総合的な観点から検討が必要

ごみ処理手数料

＜ごみ処理原価＞＜自己処理責任＞

＜周辺市町との均衡＞ ＜リサイクルへの誘導＞

安価なごみ処理手数料が事業者の
ごみ減量・リサイクル意識を阻害して
いないか。

周辺市町と均衡がとれていない手数料

によって、他の市町からごみが流入して

いないか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(第３条第１項)において、排出事業者
には自己処理責任が定められている。

受益者負担の観点から、事業系ごみの
処理に、どれくらいの公費を投入してい
るのか。
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３ 現行の事業系ごみの処理手数料

市が臨時的に事業系一般廃棄物を収集、運搬、処分する場合の手数料

直接搬入

収集運搬業者 搬入収集委託
事業者 焼却工場

100kgごとに2,600円 (平成１６年改定)

A

B

(平成１６年改定)１０kgごとに１００円

事業者が焼却工場等に直接搬入する際の手数料A

B

廃棄物処理法には、収集運搬業者は市の条例で定める額 を
超える料金を受けてはならないと規定されている。

B

４ 一般廃棄物処理有料化の手引き

「一般廃棄物処理有料化の手引き」

３－２手数料の料金水準

(1) 処理原価相当の料金徴収

廃棄物処理法上、市町村は、当該市町村内における事業系を含めた全ての

一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するが、事業系一般廃棄物に

ついては、排出事業者自らの責任において適正に処理することが義務付け

られている。

そのため、市町村において処理する場合でも、廃棄物の処理に係る原価

相当の料金を徴収することが望ましい。

（環境省）
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５ 事業系ごみの処理コスト

市民や事業所等が排出したごみを収集運搬、選別、破砕、焼却、最終

処分（埋立）するために要したすべての経費で、市職員の人件費や

物件費、委託料、施設整備費などから算出。

ごみ処理経費とは

【令和５年度の状況】

うち

事業系ごみの処理経費
２５億円

ごみ処理経費（全体） １３７億円

ごみ処理経費をごみ種別や処理工程別に算出したもの

ごみ処理原価とは

Ｒ５事業系ごみ処理原価

1９,０４０円/t (190.4円/１０㎏)

【 内訳(処理部門別処理経費) 】

・破砕 ２億円
・焼却 ２２億円
・埋立 １億円
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６ 事業系ごみ処理原価の推移と今後の見込み

19,040

新日明工場建設（316億円）や
新門司工場基幹改良工事（１０６億円）により、
今後もごみ処理原価は増加する見込み
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７ 周辺市町との比較

（出典：環境省廃棄物処理技術情報 令和４年度調査結果）

区 分 事業系ごみ量
市民1人当たり
事業系ごみ量

ごみ処理手数料
（10㎏当たり）

北九州市 １６２,２９２ｔ ４７９ｇ １００円

中間市・遠賀４町 １０,８６７ｔ ２２６ｇ ２２０円

行橋市・みやこ町 ７,７４５ｔ ２３３ｇ ２００円

直方市 ３,４２２ｔ １６８ｇ ２００円

苅田町 ２,４８０ｔ １８０ｇ １７５円

宗像市 ８,５６３ｔ ２４１ｇ １７０円
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８ 政令指定都市との比較
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品 目 処理施設数 処理単価

ごみ処理手数料（焼却） ３施設 １００円 /10kg

かん・びん １施設 １００円～ /10kg

木 材 ６施設 １００円～ /10kg

機密古紙 １６施設 ２５０円～ /10kg

プラスチック ８８施設 ３００円～ /10kg

９ 民間リサイクル施設との比較

< 参考 >

品 目 処理施設数 処理単価

古 紙 ２０施設 無 料

ごみ処理手数料は総合的な観点から検討が必要

ごみ処理手数料

＜ごみ処理原価＞＜自己処理責任＞

＜周辺市町との均衡＞ ＜リサイクルへの誘導＞

安価なごみ処理手数料が、ごみ減量や
リサイクル促進の意識を阻害していないか。

周辺市町と均衡がとれていない手数料によって、
他の市町からごみ流入が生じていないか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第３条
第１項)において、排出事業者には自己処理責
任が定められている。

受益者負担の観点から、事業系ごみを処理する
ために、どれくらいの公費を投入しているのか。

全経費（137億円）のうち、
約2割（25億円）が事業系ごみ

北九州市北九州市 ＜ 周辺市町

（100円/10kg） （170～220円/10kg）
＜ リサイクル施設

（100円/10kg） （100円以上/10kg）

Ｒ５事業系ごみ処理原価
1９,０４０円/t (190.4円/10㎏)

事業者の排出者責任に基づき、国は
原価相当のごみ処理料金を徴収する
ことが望ましいとしている。
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